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〔 公 印 省 略 〕 

物流効率化法における特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の選任の届出の 

提出方法に係る荷主及び物流事業者向け説明会の開催について（周知依頼） 

平素は本会の活動に対しまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

　この度、国土交通省建設業課より、「物流効率化法における特定事業者の指定の届出

及び物流統括管理者の選任の届出の提出方法に係る荷主及び物流事業者向け説明会の開

催」について、周知依頼がありました。 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部

を改正する法律（令和６年法律第23号）が令和８年４月１日に全面施行され、改正後の

物資の流通の効率化に関する法律（平成17年法律第85号）に基づき、一定規模以上の荷

主（発荷主及び着荷主）、連鎖化事業者（フランチャイズチェーンの本部等）及び物流

事業者（トラック事業者及び倉庫業者）は特定事業者として指定され、物流の効率化に

向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられます。 

そのため、荷主事業者及び連鎖化事業者は昨年度の取扱貨物の重量（トラック事業者

であれば昨年度末に保有するトラック台数、倉庫業者であれば昨年度の貨物の保管量）

を算定し、基準値以上であった場合には、令和８年５月末までに事業所管省庁へ「特定

事業者の指定の届出」を電子システムにて提出することが必要となります。 

また、特定荷主及び特定連鎖化事業者においては、特定事業者として指定され次第、

速やかに物流統括管理者を選任する必要があります。 

国土交通省は、特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の選任の届出に関する内

容や電子システムを使った申請方法について、荷主事業者、物流事業者及び関係団体等

を対象に、オンライン説明会を開催します。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、次ページに記載のオンラ

イン説明会について、貴会会員企業の皆様へご周知賜りますよう宜しくお願い申し上げ

ます。 

【添付資料】 

別添１_国交省周知依頼文 

別添２_周知用リーフレット 



説明会開催要領 

１．日時 

令和８年５月１８日（月）１４時００分～１５時００分 

※後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の各 web サイトに録画した説明会の 

動画が掲載される予定ですので、予めご了承の上ご参加ください。 

 【掲載先】 

  経済産業省：物流効率化法について 

農林水産省：食品等の流通の合理化について 

 

２．実施方式 

WEB 会議方式（Microsoft Teams）で実施することとし、会議 URL は以下のとおりで

す。事前登録は不要です。 

 

 今すぐ会議に参加する 

会議 ID: 487 603 566 782 92 

パスコード: n8ks2yd7 

 

３．内容 

・物流効率化法に関する概要 

・物流統括管理者の優良事例の紹介 

・特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の選任の届出に関する電子申請の 

方法について 

 

４．説明対象者 

荷主事業者、物流事業者及び関係団体の担当者 

※自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は 

貨物の受渡しを行っている事業者（公的組織を含む。）は荷主に該当し得ます。 

 

５．担当者 

国土交通省物流・自動車局物流政策課 

電話：03-5253-8801（直通） 担当：堀田、田中、岩本 

経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課物流企画室 

電話：03-3501-0092（直通） 担当：佐藤、新井 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課物流生産性向上推進室 

電話：03-3502-5741（直通） 担当：本川、本田 

 以 上 

 
（担当）事業部 本多 

TEL 03-3551-9396 

FAX 03-3555-3218 

ﾒｰﾙ jigyo@zenken-net.or.jp 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/buturyu.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGE5NDAxZTAtOTIzMy00YzVhLWIxNjUtN2IzNjdkNTA3NjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e4a0ff-4972-4a8b-af30-4571361d1344%22%2c%22Oid%22%3a%223b5ffef9-59fb-4c5a-9186-0104f43241dc%22%7d


令和８年５月８日

物流効率化法における特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の選任の

届出の提出方法に係る荷主及び物流事業者向け説明会の開催について

国土交通省物流・自動車局物流政策課

経済産業省商務・サービスグループ流通政策課物流企画室

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課

日頃より持続可能な物流の実現に向けて御協力いただき、感謝申し上げます。

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一

部を改正する法律（令和６年法律第 23 号）が令和８年４月１日に全面施行され、改

正後の物資の流通の効率化に関する法律（平成 17年法律第 85号）に基づき、一定規

模以上の荷主（発荷主及び着荷主）、連鎖化事業者（フランチャイズチェーンの本部

等）及び物流事業者（トラック事業者及び倉庫業者）は特定事業者として指定され、

物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられます。

そのため、荷主事業者及び連鎖化事業者は昨年度の取扱貨物の重量（トラック事業

者であれば昨年度末に保有するトラック台数、倉庫業者であれば昨年度の貨物の保管

量）を算定し、基準値以上であった場合には、令和８年５月末までに事業所管省庁へ

「特定事業者の指定の届出」を電子システムにて提出することが必要となります。

また、特定荷主及び特定連鎖化事業者においては、特定事業者として指定され次第、

速やかに物流統括管理者を選任する必要があります。

つきましては、特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の選任の届出に関する

内容や電子システムを使った申請方法について、荷主事業者、物流事業者及び関係団

体等を対象に、別紙のとおりオンライン説明会を開催いたします。



説明会開催要領

１．日時

令和８年５月１８日（月）１４時００分～１５時００分

※ 後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の各 webサイトに資料及び録画した説明

会の動画を掲載する予定ですので、予めご了承の上ご参加ください。

【掲載先】

経済産業省：物流効率化法について：経済産業省

農林水産省：食品等の流通の合理化について：農林水産省

２．実施方式

WEB会議方式（Microsoft Teams）で実施することとし、会議 URLは以下のとおり

です。

今すぐ会議に参加する

会議 ID: 487 603 566 782 92 

パスコード: n8ks2yd7 

３．内容

・物流効率化法に関する概要

・物流統括管理者の優良事例の紹介

・特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の選任の届出に関する電子申請の

方法について

４．説明対象者

荷主事業者、物流事業者及び関係団体の担当者

※ 自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は貨物

の受渡しを行っている事業者（公的組織を含む。）は荷主に該当し得ます。

５．担当者

国土交通省物流・自動車局物流政策課

電話：03-5253-8801（直通）  担当：堀田、田中、岩本

経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課物流企画室

電話：03-3501-0092（直通）  担当：佐藤、新井

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課物流生産性向上推進室

電話：03-3502-5741（直通）  担当：本川、本田

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/buturyu.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGE5NDAxZTAtOTIzMy00YzVhLWIxNjUtN2IzNjdkNTA3NjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e4a0ff-4972-4a8b-af30-4571361d1344%22%2c%22Oid%22%3a%223b5ffef9-59fb-4c5a-9186-0104f43241dc%22%7d


改正物流効率化法の施行に伴う義務

2026年4月から施行された物流効率化法により、

一定規模以上の荷主・物流事業者は「特定事業者」として指定されます。

特定貨物自動車
運送事業者等

保有車両台数

150台以上

特定荷主・
特定連鎖化事業者

取扱貨物の重量

9万トン以上

特定倉庫業者

貨物の保管量

70万トン以上

特定事業者には、下記の取組が義務付けられます。

1 中長期計画の作成

2 定期報告

3 物流統括管理者（CLO）の選任

特定荷主・

特定連鎖化

事業者のみ

詳しくは

「物流効率化法」理解促進

ポータルサイトをご確認ください

物流効率化法 ポータルサイト

1



特定事業者が行う届出等の手続方法

改正物流効率化法に関する届出・指定等の手続きは、

原則、「e-Gov電子申請」にてオンライン申請をお願いいたします。

e-Gov電子申請 https://shinsei.e-gov.go.jp/

「手続分野分類から探す」から

大分類 「国土交通」 → 中分類 「物流」 → 小分類 「物流効率化法」で検索

○ 操作マニュアルや各種様式は国土交通省のホームページからダウンロードいただけます。

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html

○ 申請には「GビズID」が必要となります。以下のサイトからアカウントの作成をお願いいたします。

https://gbiz-id.go.jp/top/ 2



特定荷主の指定の届出

提出にあたっての注意点

（最終更新：2026年4月17日）



「特定荷主の指定の届出」の注意点①

申請の前に１

4

◯ e-Gov電子申請を利用するためには、事前に「GビズID」の作成が必須です。

取得していない場合には、以下のURLから取得手続を行ってください。

※ GビズID取得ページ（https://gbiz-id.go.jp/top/）

◯ GビズIDのアカウント種別は、原則「プライム」での取得をお願いいたします。

※ 「プライム」は取得時に審査がありますが、それにより申請時に転記される住所等の基本情報が

より正確に反映されますので、書類不備により修正作業が発生するリスクを減らせるメリットもあります。

◯ 基本情報等の入力の際、誤りがないようご確認ください。

届出等を提出する際、GビズIDに登録された住所等の基本情報が自動的に

転記される仕組みとなっております。

※ 届出時に自動転記された情報は手動で修正することも可能です。

Point！

Caution！

https://gbiz-id.go.jp/top/


「特定荷主の指定の届出」の注意点②

手続検索時における注意点２
◯ 「特定荷主の指定の届出」の提出あたっては、

「0○-01 貨物の運送の委託及び受渡しの状況届出書（●●省提出用）」

と記載のある手続から申請をお願いいたします。

Point！

例 農林水産省への提出

経済産業省への提出

◯ 提出先は主たる事業の所管省庁を選択ください。所管省庁は以下を参照ください。

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001993304.pdf

◯ 「手続名称から探す」で検索することも可能です。

Caution！

◯ 「0○-06 貨物の受渡しの状況届出書（●●省提出用）」は

「連鎖化事業者」用の手続となりますので、特定荷主になる方は選択しないでください。
5

「貨物の運送の委託及び受渡しの状況届出書」
と入力し、検索貨物の運送の委託及び受渡しの状況届出書

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001993304.pdf


「特定荷主の指定の届出」の注意点③

入力時における注意点３
◯ 「所在地」について

「所在地」はGビズIDのアカウントから自動的に転記されますが、番地が登録されてい

ないケースがありますので、番地まで正しく入力されているかご確認ください。

◯ 「主たる事業」と「細分類番号」について

「細分類番号」はわからない場合は、e-Stat（※）の「キーワード検索」から検索可能です。

※ e-Stat（https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10）

例 「自動車ターミナル業」を主たる事業として営んでいる場合

調べたい

ワードを入力

【 e-Statの画面 】

【 届出入力画面 】

検索結果を転記

※ 誤記が散見されますので、

正確に入力をお願いします。

6

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10


「特定荷主の指定の届出」の注意点④

◯ 「委託状況」、「受渡状況」について

「委託状況」は「第一種荷主」、「受渡状況」は「第二種荷主」に関する記載項目です。

基準重量（９万トン）を超える区分にチェックを入れてください。

「第一種荷主」、「第二種荷主」のどちらの区分でも９万トンを超えている場合には、

「委託状況」と「受渡状況」の両方にチェックして届け出る必要があります。

※ いずれも基準重量を超えているにも関わらず、一方のみチェックして提出することのないようご注意ください。

Caution！

【届出入力画面】

注意：第一種・第二種どちらの区分でも９万トンを超えている場合、両方チェックする

第二種荷主として９万トンを
超えている場合はチェック

7

第一種荷主として９万トンを
超えている場合はチェック



「特定荷主の指定の届出」の注意点⑤

◯ 「審査担当省庁」について

審査担当省庁として選択いただいた機関が提出先となります。そのため、選択先を誤る

と提出先から差し戻しされますので、特に以下の点にご注意ください。

8

✓ 選択した手続名「貨物の運送の委託及び受渡しの状況届出書（●●省提出用）」の

「●●省提出用」の部分と同一の省庁を選択しているか。

✓ 届出先は各省庁の「本省」なのか、「地方支分部局」なのか。

※ 財務大臣（国税庁に提出するもの）、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣への

提出の場合は、自社が所在する都道府県を管轄する地方支分部局を設定してください。

✓ そもそもの提出先省庁に誤りはないか。

業種毎に提出先省庁が異なりますので、以下に掲載されている提出先と照らし合わせ、

提出先が正しいか改めてご確認ください

【提出先省庁】 https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001993304.pdf

【届出入力画面】

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001993304.pdf


「特定荷主の指定の届出」の注意点⑥

提出後における注意点４
◯ 審査担当省庁から差し戻された場合等の「通知設定」等について

申請内容に不備等があった場合、審査担当省庁から書類が差し戻されますので、その際

には補正を行っていただいた上で、再提出していただく必要があります。

このとき、差し戻されたことに気付かないまま提出締切りを超過してしまわないよう、

以下のご対応をお願いいたします。

9

１ 「処理状況」の画面から、定期的に手続の進捗状況を確認する

２ 「メッセージ通知」を設定し、メール等で通知が受けられるようにする

※ 初期設定では通知が来ない設定となっておりますので、必ず設定変更ください。

「アカウント管理」→「利用者設定」から設定変更が可能です。詳細は以下をご参照ください。

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/mypage/user-settings.html

【e-Gov電子申請画面】

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/mypage/user-settings.html
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